
被扶養者被扶養者が雇用保険雇用保険を受給受給することになったらすることになったら？被扶養者が雇用保険を受給することになったら？

被扶養者の方が、雇用保険の失業給付金（基本手当）を受給することになった場合、基本手当日額が3,612
円以上になるときは、被扶養者資格が取消になります。

※雇用保険の基本手当については、日額で支給されるため、年間収入限度額130万円ではなく日額で判
断します。
（130万円÷12月÷30日＝3,611.11円≒3,612円）

被扶養者資格の取消日について
「雇用保険受給資格者証」の『認定（支給）期間』欄に印字された基本手当の支給開始日が取消日にな
ります。
※処理月日ではありません。

被扶養者資格の取消手続きについて
共済被扶養者申告書に「雇用保険受給資格者証」（表裏面）の写しを添付し、所属所の共済事務担当課
に提出してください。
また、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者については、認定中は国民年金第３号被保険者として国民年金
に加入していましたが、取消後は、国民年金第１号被保険者に変更になりますので、居住地の市町村の国
民年金課において変更の手続きをお願いします。

被扶養者の再認定について
雇用保険の基本手当受給終了後、他に収入がない場合または認定基準額未満の収入の場合は、『認定（支
給）期間』欄に印字された基本手当の終了日の翌日から被扶養者になることが出来ます。
共済被扶養者申告書に「雇用保険受給資格者証」の写し（支給終了の印字がされたもの）、その他必要
書類（扶養調書、無収入の申立書、所得証明書、国民年金第３号被保険者資格取得届など）を添付し、所
属所の共済事務担当課に提出してください。
※必要書類については、所属所の共済事務担当課または共済組合保険課にお問い合わせください。

基本手当日額が3,612円未満である方について
被扶養者資格を継続できます。
「雇用保険受給資格者証」(第１面）の写しを所属所の共済事務担当課に提出してください。

妊産婦医療費助成制度（妊産婦マル福）に該当すると、疾病内容に応じて県またはお住まいの市町村か
ら医療費の助成が受けられます。
組合員の皆さんや被扶養者になられているご家族が、この制度に該当した時は所属所の共済事務担当課
に届け出てください。届出がない場合、医療給付が正しく行われず、附加給付を共済組合に返還していた
だく場合等がありますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先　　共済組合保険課　TEL.029－301－1413

「共済組合員（被扶養者）申告書」と「医療福祉費受給者証」、「妊産婦医療福祉費受給者証」の写しを
所属所の共済事務担当課に提出してください。

妊産婦マル福妊産婦マル福に該当した方は届出をに該当した方は届出を妊産婦マル福に該当した方は届出を
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　現職の組合員数は2万6031人、任意継続組合員数は1,290人、合計2万7321人で前年同月より424人減少して
います。掛金等の算定基礎となる給料総額は、約88億6千8百万円（掛金・負担金が免除される育児休業者の
給料は除いています。）で前年同月より約2億1千3百万円減少しています。
　収入は、前年同月より約9億2千4百万円増加しています。支出は、組合員及び被扶養者の減少に伴い入院、
外来等の保健給付費が前年同月より約1億7千万円減少していますが、高齢者拠出金等並びに災害見舞金及び災
害見舞金附加金の増加により全体では前年同月より約8千万円増加しています。
　10月末における収支は約2億6千8百万円の黒字となっており、前年同月の約5億7千5百万円の赤字に比べる
と短期財源率を引上げたことにより収支の適正化が図られていますが、短期経理の収支は依然として厳しい状
況が見込まれますので、支出抑制を図るため組合員とご家族の皆さんには適正受診のご協力をお願いします。

【組合員数】※長期組合員及び市町村長長期組合員を除く。 （単位：人）

組合員 任意継続組合員 合　計
平成23年10月末 26,031 1,290 27,321
前年同月末 26,466 1,279 27,745
差　引 ▲ 435 11 ▲ 424

【掛金等の算定基礎となる給料総額】※75歳以上の組合員を除く。 （単位：円）

組合員① 育児休業② 小計（①-②） 任意継続掛金算定に
係る基礎給料 給料総額

平成23年10月末 8,561,419,596 ▲ 70,213,139 8,491,206,457 377,749,478 8,868,955,935
前年同月末 8,783,369,440 ▲ 77,516,633 8,705,852,807 376,853,761 9,082,706,568
差　引 ▲ 221,949,844 7,303,494 ▲ 214,646,350 895,717 ▲ 213,750,633

【収 入】※介護掛金・負担金等を除く。 （単位：円）

掛　金 負担金 小　計 任意継続掛金 掛金等収入計 その他収入 収入合計 前年比
平成23年10月末 3,902,324,202 3,945,930,741 7,848,254,943 481,487,373 8,329,742,316 471,774,409 8,801,516,725 －
前年同月末 3,543,834,004 3,639,477,581 7,183,311,585 424,116,754 7,607,428,339 269,957,275 7,877,385,614 －
差　引 358,490,198 306,453,160 664,943,358 57,370,619 722,313,977 201,817,134 924,131,111 111.73%

【支 出】※介護納付金等を除く。 （単位：円）

入　院 外　来 歯　科 薬剤支給 その他 保健給付計③ 前年同月④ 差引（③－④）前年比③／④
1,111,508,307 1,549,926,000 375,049,058 706,661,764 131,568,205 3,874,713,334 4,048,819,688 ▲174,106,354 95.70%
休業給付計 災害給付計 附加給付計 拠出金等計 その他 支出合計⑤ 前年同月⑥ 差引（⑤－⑥）前年比⑤／⑥
316,613,988 113,738,971 165,384,093 3,553,677,000 508,850,318 8,532,977,704 8,452,631,487 80,346,217 100.95%

【収 支】 （単位：円） 【組合員1人当たりの収入・支出】 （単位：円）
収入合計 支出合計 差　引 収　入 支　出 差　引

8,801,516,725 8,532,977,704 268,539,021 322,152 312,323 9,829

短期経理の状況（平成23年10月末）

お薬代を節約しよう！ジェネリック医薬品
■ジェネリックってなに？
　先発の医薬品の特許期間が切れた後に、他会
社が同じ成分で開発した後発医薬品のことです。

■どれくらい安いの？
　平均価格は、先発薬の約半額です。

■ どうすればジェネリック医薬品を利用
できるの？

　受診の際に医療機関窓口に右のカードを提示し
てジェネリック医薬品の処方希望を伝えましょう！
　カードが無い場合でも、主治医に「ジェネリッ
ク医薬品を利用したい」と伝えればＯＫ！

お問い合わせ先　　共済組合保険課　TEL 029－301－1413

※このカードは平成21年9月号で配布しました。




